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税務情報 

国税庁 － 新たなマンションの評価方法に係る計算ツール等の公表 

国税庁は9月28日にマンションの評価方法を定める個別通達（以下、「本通達」）
を発遣し（*）、本通達は 2024年 1月 1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得
した財産の評価について適用することとされています。 

本通達による評価方法では、マンションの相続税評価額と市場価格との間に一
定の乖離が生じている場合、相続税評価額に区分所有補正率を乗ずることでそ
の乖離を補正した価額によってマンションを評価することとされていますが、
この区分所有補正率の算出方法が複雑であるため、納税者が簡易に計算するた
めの簡単なツールが用意される予定とされていました。 

国税庁は 11月 30日、この新たなマンションの評価方法に係る区分所有補正率
を算出するための計算ツールを以下のページにおいて公表しました。 

 B2-6 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書

Excel ファイルで公表されている計算ツールでは、6 つの項目（築年数、総階数、
所在階、専有部分の面積、敷地の面積及び敷地権の割合）を入力することで、区
分所有補正率が自動で計算されるツールになっています。 

また、国税庁は同日、新たなマンションの評価方法の概要等をまとめた以下の
パンフレットも公表しました。 

 「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました（PDF 625KB）

全 4 ページのこのパンフレットでは、マンションの評価方法の概要のほか、評
価額の計算例が簡単な事例を通して解説されています。 

（*） 本通達の公表及びその概要は、e-Tax News No.292「国税庁 － マンション
の評価方法を定める個別通達の公表」（2023年 10月 10日発行）及び e-Tax 

News No.288「国税庁 － マンションの評価方法に関する通達案の公表」
（2023年 7月 24日発行）でお知らせしています。 
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/10/e-taxnews-20231010.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/10/e-taxnews-20231010.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/e-taxnews-20230724.html
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2023/07/e-taxnews-20230724.html
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